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令和７年４月１日採用予定 

令和６年度実施喬木村職員採用試験要項 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

【問い合わせ・応募先】 

 

〒395-1100 長野県下伊那郡喬木村 6664 番地 

喬木村役場総務課総務危機管理係 

              電話 0265-33-5120（担当直通） 

受験申込受付期間  令和６年６月21日（金）～令和６年７月12日（金） 

募集する職種区分  〇行政事務（大学卒業程度） 

  〇社会福祉士 
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喬木村では、令和７年４月１日付け採用予定の職員採用に係る試験を次のとおり実施

します。 

 

 １．試験の職種区分、採用予定者数及び勤務場所 

試験の区分 本要項上の略記法 採用予定者数 勤務場所 

行政事務（大学卒業程度） 大 卒 若干名 喬木村役場 

社会福祉士 社会福祉士 １名 喬木村役場 

 
 
 ２．受験資格 

  次の全ての要件を満たす方 

(1) 試験区分の要件 

  ■大卒 

平成７年４月２日以降に生まれた方（令和７年３月に大学等を卒業する見込

みの方を含む。） 

    ■社会福祉士 

      平成２年４月２日以降に生まれた方で、社会福祉士資格を有する者（採用時

までに取得が見込まれる者を含む。） 

 

(2) 法令等に関する要件  

地方公務員法第 16 条に規定する欠格事項に該当しない方 

 

 

 ３．試験の内容等 

(1) 第一次試験 

試験内容 日 時 場 所 

①SPI3 

 

②論述試験 

７月 21 日（日） 午前 

受付開始 8:20 

試験開始 8:45 

喬木村役場 
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(2) 第二次試験 

 第一次試験合格者を対象として実施します。 

試験内容 日 時 場 所 

①集団討論試験 

 

②個人面接試験 

８月４日（日） 午前 

（詳細は別途通知） 

喬木村役場 

    

(3) 合格者 

  第一次試験合格者は７月下旬までに、第二次試験合格者（採用内定）は８月下

旬に受験者に直接文書により通知します。 

 

 

 ４．勤務条件等 

(1) 給与等  

試験の区分 初任給 その他 

大 卒 196,200 円 

・昇給は毎年１月１日 

・通勤手当、期末・勤勉手当（６・12月に支給）、   

扶養手当等をそれぞれ支給条件に応じて支給 社会福祉士 

166,600 円 

（高校新卒者） 

179,100 円 

（短大新卒者） 

196,200 円 

（大学新卒者） 

① 初任給は、令和６年４月１日現在の額です。 

② 学歴及び職歴に応じて給与を決定し、これより高い初任給が支給される場合があ

ります。 

③ 給与制度の改正等により、採用時点において変更となる場合もあります。 

 

(2) 勤務時間及び休暇等 

① 勤務時間は、原則として休日を除く午前８時 30分から午後５時 15分で、休憩時

間は正午から午後１時の１時間 

② 休日は、原則として土日祝日及び 12月 29 日から１月３日 

   ③ 休暇は、年次休暇（20 日 但し採用年は 15 日）、特別休暇（夏季、結婚等）、 

療養休暇等 

④ その他上記以外の勤務条件については、喬木村職員の勤務時間及び休暇等に関す

る条例及び一般職の職員の給与に関する条例の規定により措置されます。 
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 ５．受験手続 

(1)  応募要領 

 ① 提出書類  受験申込書 

履歴書（市販のＡ版規格のものに自筆記入） 

試験応募カード 

最終学歴の成績証明書 

社会福祉士区分受験者は、上記に加え資格（免許）取得（又は見込

み）を証明する書類 

 ② 提 出 先  〒395-1107 長野県下伊那郡喬木村 6664 番地 

喬木村役場総務課総務危機管理係 

③ 受付期間    令和６年７月 12 日（金）まで 

※郵送提出可  但し、必着のこと 

   ※直接提出の場合は、土・日曜日を除く午前８時 30分から午後５時 15分の間 

 

(2)  受験申込書及び試験応募カードの取得方法 

 ① 喬木村役場総務課窓口備え付けのもの 

 ② 喬木村ホームページからのダウンロード 

 

 

 ６．採用決定から採用まで 

(1) 採用予定者には、採用承諾書の提出を求めます。 

 

(2) 採用予定日は令和７年４月１日です。 

   ただし、この採用は地方公務員法第 22 条第１項の規定による条件附採用で、条

件附で採用された時から起算して６ヶ月の間に、その職務を良好な成績で遂行し

たときに正式採用となり、この期間においてその職務が良好な成績でないと判断

された場合は正式任用とならない場合があります。 

 

(3) 別途協議の上、上記(2)の期日より前に正規職員又は会計年度任用職員として採用

する場合があります。 

 

(4) 採用決定を受けた後、地方公務員法第 33条の規定に該当する行為その他公務員と

なるに相応しくない行為を採用日前に行った場合は、採用を取消すことがありま

す。 

 

(5) 採用時には、保証人２名による身元保証書、戸籍抄本及び労働安全衛生規則第 43

条の規定による健康診断結果書類及び社会福祉士区分採用者には資格（免許）取

得（又は見込み）を証明する書類の提出を求めます。（内定者宛てに別途通知） 

 

 

 ７．その他 

(1) この採用試験の実施に際して収集する個人情報は、試験のために必要な範囲での

み使用します。 

  なお、応募頂きました書類の返却は致しません。 
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(2) 合否（一次試験合否及び二次試験通知を含む）は、受験申込書に記載された連絡

先に文書により通知します。 

 

(3) 卒業見込者が卒業できなかった場合は、採用を取り消します。 

 

(4) 受験資格の有無及び提出書類の記載事項に不正がある場合は、採用を取り消しま

す。 

 

(5) この試験について不明な事柄がある場合は、喬木村役場総務課総務危機管理係（直

通電話 0265-33-5120 電子メール syomu@vill.takagi.lg.jp）まで問い合わせ願い

ます。 

 

mailto:syomu@vill.takagi.lg.jp

